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事業方式（ＰＦＩ導入可能性調査）について 

 

１ ＰＦＩ導入可能性調査の手順（再掲） 

検討手順 検討項目 

  

図１ 検討の手順（再掲）  

法制度上の制約や 
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各事業方式における定性評価 
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各事業方式における
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ＶＦＭの算出 
（経済性の検討） 

事業方式の総合評価 
（二次選定） 

複数の民間事業者の 

参画があるか 

定性的な効果が 

見込まれるか 

ＶＦＭが出るか 

第４回検討委員会で提示 
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２ 民間事業者への市場調査結果 

 (1) アンケートの回答状況 

   ごみ処理方式の選定に向けて実施したプラントメーカーへの技術調査の際の抽

出条件を適用し、ストーカ式焼却炉及びシャフト炉式ガス化溶融炉を合わせた全

１２社を調査対象としてアンケートを実施した結果、表１のとおり７社から回答

があった。 

表１ アンケートの回答状況 

区分 アンケート発送数 アンケート回答数 

全プラントメーカー １２ ７ 

 うち、技術調査回答メーカー(※) ４ ４ 

※ごみ処理方式の適性評価における技術調査に回答のあったプラントメーカー 

 

 (2) アンケートの集計結果 

  ア 本事業への関心度 

    本事業に対する関心及び参入意欲は、全７社において関心があり、４社は参

加に意欲的であることが分かった。残りの３社についても、条件が整えば参加

したいとの前向きな回答を得た。 

表２ 本事業への関心度 

回答区分 

全プラントメーカー(７社) 

 うち、技術調査回答メーカー 

(４社) 

１．関心があり、参加に意欲的である ４ ３ 

２．関心があり、条件が整えば参加したい ３ １ 

３．関心がなく、参加の予定はない ０ ０ 

 

  イ 事業方式 

    本事業への参入意欲について、対象とする事業方式のうち、いずれの事業方

式について参入意欲があるか、調査した結果、公設民営方式（ＤＢＯ）は全７

社が選択しており、公設公営方式（単年度委託）及び民設民営方式（ＢＴＯ）

は複数メーカーが選択している。 

    公設民営方式（長期包括運営委託）は複数メーカーが選択しているが、他社
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が設計・建設を行った施設に対して、同事業方式を選択したメーカーはいない

ため、競争性の確保には疑問が残る。 

    民設民営方式（ＢＯＴ及びＢＯＯ）を選択したメーカーは１社のみであり、

選択した１社も積極的な参入意欲があるわけではないため、競争性の確保には

疑問が残る。 

 

表３ 事業方式別の参入意欲（複数回答あり） 

対象とする事業方式 

全プラントメーカー(７社) 

 内、技術調査回答メーカー 

(４社) 

１．公設公営方式（単年度委託） ４ ２ 

２－１．公設民営方式 

（長期包括運営委託） 

（自社が設計・建設を行った施設） 

５ ３ 

２－２．公設民営方式 

（長期包括運営委託） 

（他社が設計・建設を行った施設） 

０ ０ 

３．公設民営方式（ＤＢＯ） ７ ４ 

４．民設民営方式（ＢＴＯ） ３※ ２ 

５．民設民営方式（ＢＯＴ） １※ ０ 

６．民設民営方式（ＢＯＯ） １※ ０ 

※民設民営方式（ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯ）について、１社から「推奨しないが、 

これらの事業方式でも参加は検討する。」との回答であった。 

主な意見 

【公設公営方式（単年度委託）】 

・公設公営方式による設計・建設実績は多数あり、より良い提案が可能である 

・発注者の要求どおりの施設建設及び運営が可能である 

【公設民営方式（長期包括運営委託）】 

・長期包括運営委託の運営実績が複数あり、ノウハウを活かし、維持管理費の低廉

化が図れる 

【公設民営方式（ＤＢＯ）】 

・施設運営を行うことを前提とした設計・建設を行い、プラントメーカーのノウハ
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ウを活かした全体コストの低廉化が図れる 

・設計・建設・運営の各段階を一元的に管理できるＤＢＯ方式が、プラントメーカ

ーの創意工夫を最も発揮できる事業方式であり、ＶＦＭの最大化に貢献できる 

・プラントメーカーの創意工夫を発揮でき、公共側のサービス向上と財政支出の縮

小が図れる事業形態である 

・近年の事業スキームでＰＦＩ手法（ＰＦＩ的手法を含む。）を活用した最も多く採

用されている事業方式であり、多数の実績を有している 

【民設民営方式（ＢＴＯ）】 

・施設運営を行うことを前提とした設計・建設を行い、プラントメーカーのノウハ

ウを活かした全体コストの低廉化が図れる 

・ごみ焼却施設としての採用実績はＤＢＯ等と比較した場合、少ない傾向となるが、

当プラントメーカーでは実績がある 

・第三者機関等の監視等も含め、事業の健全性が保たれる 

 

  ウ 事業期間 

    本事業の事業期間は、１５～２０年との回答が２社、２０年との回答が５社

であった。 

    運営期間終了後は、組合が施設を引き受けることとなり、その際の施設の状

態についての規定が難しいため、施設の寿命まで運営期間を設定することが望

ましい。しかし、２０年を超える長期間の運営期間の設定は、民間事業者にと

ってのリスクが過大となり、結果的にコストが高くなる恐れがある。 

    他自治体での事例においては、２０年を超える事業期間を設定している事例

もあるが、近年の事例で最も多い２０年間の設定が妥当であると考えられる。 

 

表４ 適切な事業期間 

回答区分 

全プラントメーカー(７社) 

 内、技術調査回答メーカー 

(４社) 

１５～２０年 ２ １ 

２０年 ５ ３ 
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主な意見 

・施設のライフサイクルコスト算出にあたり、運営期間が短期過ぎる場合にはメリ

ットが薄れ、逆に長期過ぎる場合には、事業者の不確定要素に対するリスク対応

コストが大きくなり、これらのバランス及び現在までのごみ処理施設運営事業に

関する発注実績からすると、１５～２０年程度の運営期間を設定することが適当

である 

・２０年間の運営期間が最適と考える。長期の維持管理に関する経験的知見を設計・

建設・運営計画に反映することが可能であり、また同時に不要なリスク対策費の

排除が可能である 

 

  エ ＰＦＩ手法（ＰＦＩ的手法を含む。）の導入によるコスト縮減率 

    本事業におけるＰＦＩ手法（ＰＦＩ的手法を含む。）導入によるコスト縮減率

について、表５に示す組合が想定する公設公営方式（単年度委託）に対する縮

減率への意見を調査した結果を表６に示す。 

    設定した縮減率について、特に意見のないメーカーが５社であった。 

    「公設民営方式（長期包括運営委託）であっても、設計・建設費についても

コスト縮減を見込むことが可能である」との回答が１社あった。この意見につ

いては、他社が設計・建設を行った施設への参入意欲がないことから、自社が

長期包括運営も実施する前提の回答と考えられる。したがって、公設民営方式

（長期包括運営委託）での設計・建設費にはコスト縮減は期待できないと考え

られる。 

    「どの事業方式を採用した場合でも、設計・建設費のコスト削減率は「0％」

となる」との回答が１社あった。しかしながら、他の６社から同様の意見がな

く、公設民営方式（ＤＢＯ）、民設民営方式（ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯ）ともに

施設整備と運営が一体となることによる設備設計への創意工夫の発揮が期待で

きることから、「5～10％」の縮減率が見込めると考える。 
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表５ 組合が想定する公設公営方式（単年度委託）に対するコスト縮減率 

事業方式 
コスト縮減率 

設計・建設費 運営費 

公設民営方式（長期包括運営委託） 0％ 5～10％ 

公設民営方式（ＤＢＯ） 5～10％ 5～10％ 

民設民営方式（ＢＴＯ） 5～10％ 5～10％ 

民設民営方式（ＢＯＴ） 5～10％ 5～10％ 

民設民営方式（ＢＯＯ） 5～10％ 5～10％ 

 

表６ 縮減率への意見（複数意見あり） 

主な意見 

・特になし。相違なし。 など（５社） 

・公設民営方式（長期包括運営委託）であっても、発注仕様の自由度が広く設定さ

れている場合は、設計・建設費についてもコスト縮減を見込むことが可能である

（１社） 

・公設民営方式（ＤＢＯ）であっても、発注仕様の自由度が狭く設定されている場

合は、上記のコスト縮減率を見込むことは困難である（１社） 

・事業者の創意工夫は運営事業に反映されるため、どの事業方式を採用した場合で

も、設計・建設費のコスト削減率は「0％」となる（１社） 

・今後の詳細検討が必要となるが、公設民営方式、民設民営方式を採用することで、

運営費のコスト削減率は「5～10％」になると想定される（１社） 

 

３ 各事業方式における定性評価（一次選定） 

 (1) 定性評価結果 

   各事業方式における定性評価結果を表７に示す。 
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表７ 定性評価結果 

評価項目 公設公営方式(単年度委託) 公設＋長期包括運営委託方式 公設民営方式(ＤＢＯ) 民設民営方式(ＢＴＯ) 民設民営方式(ＢＯＴ、ＢＯＯ) 

実績 

◎ ○ ◎ △ △ 

・従来から採用されてきた事業方
式であり、多くの実績がある 

・近年採用する自治体がある事業方式
である 

・近年採用する自治体が増えてきた
事業方式で、多くの実績がある 

・採用する自治体が少なく、実績が少ない 

市民からの 
信頼性 

○ ○ ○ ○ △ 

・組合が設計・建設の事業主体となり、運営時も引き続き施設を所有するため、市民からの信頼性は高い 
・運営時には施設の所有権が組

合となるため、市民からの信
頼性は高い 

・事業者が運営時も施設を所有
することになるため、市民か
らの信頼性が得られにくい 

 △ △ ◎ ○ △ 

競
争
性
の
確
保 

事業 
方式の 
特徴 

・運営は、設計・建設事業者のノ
ウハウがなければ難しいため、
競争性の確保が困難である 

・他社が設計・建設を行った施設に対
しての参入意欲のある事業者がいる
場合、競争性の確保が期待できる 

・設計・建設と運営を一括して発注
するため、設計・建設及び運営の
双方に競争性の確保が期待できる 

・設計・建設と運営を一括して
発注するため、設計・建設及
び運営の双方に競争性の確
保が期待できる 

・設計・建設と運営を一括して
発注するため、設計・建設及
び運営の双方に競争性の確保
が期待できる 

民間 
事業者 
の参入 
意欲 

・設計・建設は、複数社の参入意
欲があるが、公設民営方式（Ｄ
ＢＯ）と比較して、参入意欲の
ある事業者が少ない 

・自社が設計・建設した施設への参入
意欲のある事業者は複数いるが、他
社が設計・建設を行った施設への参
入意欲のある事業はいない 

・アンケート回答のある全７社の参
入意欲がある 

・複数社の参入意欲があるが、
公設民営方式（ＤＢＯ）と比
較して、参入意欲のある事業
者が少ない 

・民設民営方式（ＢＯＴ、ＢＯ
Ｏ）は、参入意欲のある事業
者がほとんどいない 

４社／７社（２社／４社） 

【自社が設計・建設した施設】 
５社／７社（３社／４社） 

【他社が設計・建設した施設】 
０社／７社（０社／４社） 

７社／７社（４社／４社） ３社／７社（２社／４社） 

【ＢＯＴ方式】 
１社／７社（０社／４社） 

【ＢＯＯ方式】 
１社／７社（０社／４社） 

民間事業者 
の創意工夫 

の発揮 

△ ○ ◎ ◎ ◎ 

・運営が単年度契約となり、施設
の長期使用を見据えた創意・工
夫の発揮が難しくなる 

・運営を長期包括的に契約するため、
施設の長期使用を見据えた創意・工
夫に期待できる 

・設計・建設と運営を一体として発注するため、長期運営を見据えた設計・建設及び運営に対して、創
意・工夫に期待できる 

法律や施策 
等の変動へ 

の対応 

○ △ △ △ △ 

・運営は単年度契約となるため、
法律や施策等の変更に柔軟に対
応が可能である 

・運営を長期包括的に運営開始当初に
契約するため、法律や施策等の変更
には契約変更等が必要となる 

・運営を長期包括的に設計・建設開始当初に契約するため、法律や施策等の変更には契約変更等が必要
となる 

財政支出の 
平準化 

△ ○ ○ ◎ ◎ 

・運営は単年度契約となるため、
財政支出の変動が大きくなる 

・運営期間中の費用が運営開始当初に確定し、財政支出の平準化が図れる 

・運営期間中の費用が建設開始当初に確定し、財政支出の平準化
が図れる 

・設計・建設費用についても運営費用と合わせて運営期間にわた
って平準化して支払うことができる 

定性評価 
集計 

◎：１ 
○：２ 
△：３ 

◎：０ 
○：４ 
△：２ 

◎：３ 
○：２ 
△：１ 

◎：２ 
○：２ 
△：２ 

◎：２ 
○：０ 
△：４ 

(

公
設
公
営
と
の
比
較)

 

経
済
性 

設計・

建設費

運営費 
― 

・設計・建設費は、同等である 
・運営費は、長期使用を見据えた創意・

工夫により、コスト縮減が見込める 

・設計・建設費及び運営費ともに、設計・建設と運営を一体として発注するため、長期使用を見据えた
創意・工夫により、コスト縮減が見込める 

借入
金利 

― ・組合が資金調達を行うため、借入金利は同等である 
・民間事業者が金融機関から資金調達を行うため、借入金利が高

くなる 

納税 
義務 

― ・運営時点において、施設の所有者が組合となることから、同等である 
・施設の所有者が民間事業者と

なるため、固定資産税等の納
税義務が生じる 
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 (2) 定性評価（一次選定）のまとめ 

   従来、一般的に採用されていた公設公営方式は、実績も多く、市民からの信頼

性も高いが、ごみ処理施設の特徴である運営期間中の維持管理費の変動が大きく、

財政支出の平準化が図れず、競争性の確保も困難であることが課題である。 

   公設民営方式（長期包括運営委託方式）は、運営業務を長期包括的に契約する

ことにより、民間事業者のノウハウを活用する事業方式である。しかし、民間事

業者への市場調査の結果、他社が設計・建設した施設に対しての参入意欲がある

民間事業者が存在せず、結果的に競争性の確保という課題が解決できない可能性

が高い。 

   公設民営方式（ＤＢＯ）及び民設民営方式（ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯ）は、設

計・建設と運営を包括して契約することで、民間事業者のノウハウを活用する事

業方式である。民間事業者への市場調査の結果、公設民営方式（ＤＢＯ）及び民

設民営方式（ＢＴＯ）では複数の民間事業者の参入意欲を確認することができた

ため、公設公営方式における課題を解決できる可能性が高い。一方、民設民営方

式（ＢＯＴ、ＢＯＯ）は、運営期間中の施設の所有権が民間となるため、市民か

らの理解が得られにくいこと、民間事業者側に固定資産税等の税金がかかること

から、近年同様の事業では採用例が少ない。また、市場調査結果からも参入意欲

のある民間事業者がほとんど存在せず、競争性の確保には疑問が残る。 

   以上のことから、定性評価（一次選定）では、公設公営方式（単年度委託）を

基準として、公設民営方式（ＤＢＯ）及び民設民営方式（ＢＴＯ）を選定するこ

ととし、各事業方式についてＶＦＭを算出し、二次選定を実施することとする。 

 

４ 各事業方式における前提条件の設定 

 (1) 事業期間 

   設計・建設期間３年９か月間、運営期間２０年間の合計２３年９か月間を事業

期間とする。 

 

 (2) 主な費用、収入、金利条件等 

   各事業方式におけるＶＦＭ算出のための前提条件のうち、主な条件を表８に示

す。 
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均

値
・

Ｄ
Ｂ

Ｏ
方
式

、
Ｂ

Ｔ
Ｏ

方
式
は

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ
ー

見
積

の
　

平
均

値
に
、

削
減

期
待

値
１
０

％
を

減
じ

た
値

人
件
費

（
民

間
事
業

者
）

4
,
8
00
,
00
0

4
,
80
0
,
00
0

4
,8
0
0
,0
0
0
・

人
件

費
単

価
：

一
人

当
た

り
年

間
 
6
,0
0
0
千

円
・

い
ず

れ
の
事

業
方

式
に

お
い
て

も
人

員
体

制
は

同
じ
と

し
、

　
４
０

人
と
設

定

人
件
費

（
組

合
）

4
80
,
00
0

24
0
,
00
0

2
4
0
,0
0
0
・

人
件

費
単

価
：

一
人

当
た

り
年

間
 
6
,0
0
0
千

円
・

公
設

公
営
方

式
は

４
人

と
設
定

・
Ｄ
Ｂ

Ｏ
方
式

、
Ｂ

Ｔ
Ｏ

方
式
は

２
人

と
設

定

需
用
費

維
持
管
理

費
10
,
0
41
,
5
80

9
,
03
7
,
42
0

9
,0
3
7
,4
2
0
・

公
設

公
営
方

式
は

、
プ

ラ
ン
ト

メ
ー

カ
ー

見
積

の
平
均

値
・

Ｄ
Ｂ

Ｏ
方
式

、
Ｂ

Ｔ
Ｏ

方
式
は

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ
ー

見
積

の
　

平
均

値
に
、

削
減

期
待

値
１
０

％
を

減
じ

た
値

資
源

化
委

託
費

2
,
8
50
,
00
0

2
,
85
0
,
00
0

2
,8
5
0
,0
0
0

・
資
源

化
業
者

へ
の

ア
ン

ケ
ー
ト

調
査

に
基

づ
き

設
定

・
ス
ト

ー
カ
式

焼
却

炉
と

シ
ャ
フ

ト
炉

式
ガ

ス
化

溶
融
方

式
の

　
資
源

化
委
託

費
の

平
均

値
を
設

定
・

い
ず

れ
の
事

業
方

式
に

お
い
て

も
同

額
に

設
定

△
 2
,
8
97
,
5
40

△
 2
,
89
7
,
54
0

△
 
2
,8
9
7
,5
4
0
・

い
ず

れ
の
事

業
方

式
に

お
い
て

も
売

電
量

は
、

プ
ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
　

見
積

の
平
均

値
を

設
定

・
い
ず

れ
の
事

業
方

式
に

お
い
て

も
売

電
単

価
は

、
1
1
円

/
k
W
h
と
設

定

0
.
50
%

0
.
50
%

0
.6
7
%
・

公
設

公
営
方

式
、

Ｄ
Ｂ

Ｏ
方
式

は
、

過
去

３
か

年
度
の

地
方

債
　

金
利

の
平
均

値
を

設
定

・
Ｂ
Ｔ

Ｏ
方
式

は
、

金
融

機
関
へ

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査
に

基
づ

き
設

定

※
　
上

表
以

外
に

、
Ｓ
Ｐ

Ｃ
関

連
費

用
、
計

画
支

援
に

係
る
事

業
費

、
民

間
融

資
に
係

る
手

数
料

、
民
間

融
資

に
係

る
経
済

指
標

等
を

設
定
。

資
金

調
達

金
利

表
８

　
主

な
費

用
、
収

入
、

金
利

条
件
等

の
前

提
条

件

区
分

設
計

・
建

設
費

運 営 費

売
電
収

入
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５ ＶＦＭの算出（経済性の検討） 

  表８で整理したＶＦＭ算出のための主な前提条件等を基に、ＶＦＭの算出を行い、

その結果を表９に示す。 

  割引率を用いて各事業方式における組合の財政負担額の現在価値を比較すること

で、公設民営方式（ＤＢＯ）のＶＦＭを５．３％、民設民営方式（ＢＴＯ）のＶＦ

Ｍを△３．６％と算出した。 

  また、表８で整理した公設民営方式（ＤＢＯ）及び民設民営方式（ＢＴＯ）を採

用した場合の削減期待値を、設計・建設費及び需用費・維持管理費ともに下限値の

５％とした場合、公設民営方式（ＤＢＯ）のＶＦＭは１．３％、民設民営方式（Ｂ

ＴＯ）のＶＦＭは△８．２％となる。いずれにしても公設民営方式（ＤＢＯ）はＶ

ＦＭが出ること、民設民営方式（ＢＴＯ）と比較してＶＦＭが大きいことがわかる。 

 

表９ ＶＦＭ算出結果 

 

※１ 財政負担削減額及びＶＦＭの表記において、「△」は財政負担額が増額すること

を示すものである。 

※２ 各事業方式のＶＦＭは、各事業方式における「財政負担削除額（現在価値換算

後）」を公設公営方式における「財政負担額（現在価値換算後）」で除すことで求

められる。  

民設民営方式

(ＤＢＯ) (ＢＴＯ)

財政負担額
（現在価値換算後）

26,225,000 24,832,000 27,170,000

財政負担削減額　※１
（現在価値換算後）

－ 1,393,000 △ 945,000

ＶＦＭ ※１、２ － 5.3% △ 3.6%

（単位：千円）

項目 公設公営方式
公設民営方式



11 

６ 事業方式の総合評価（二次選定） 

 (1) 本事業で採用する事業方式 

   本事業で採用する事業方式は、公設民営方式（ＤＢＯ）とする。 

   主な理由は次に示すとおりである。 

    ・公設民営方式（ＤＢＯ）は、公設公営方式（単年度委託）と比較して、約

５．３％財政負担額の削減が見込める。これは民設民営方式（ＢＴＯ）よ

りも大きく、最も経済的に優れた事業方式と考えられる。 

    ・公設民営方式（ＤＢＯ）は、他自治体における実績も多く、組合が設計・

建設の事業主体となり、運営時も引き続き施設を所有するため、市民から

の信頼性も高い。 

    ・公設民営方式（ＤＢＯ）は、参入意欲のある民間事業者が最も多く、競争

性が働くことが期待できることから、さらなる財政負担額の削減が期待で

きる。 

 

 (2) 今後の課題 

   本事業を公設民営方式（ＤＢＯ）で進めていく上での課題を整理する。 

  ア プラントメーカーをすべての事業期間において関与させる仕組み 

    公設民営方式（ＤＢＯ）では、施設竣工時に施設整備費用が全額支払われる

ため、プラントメーカーが事業に関心を失い、そのノウハウが十分に発揮され

ない懸念がある。そのため、運営を行う特別目的会社（ＳＰＣ）に対するプラ

ントメーカーの出資を義務づけ、事業期間を通じた利害関係者に位置づけるこ

と、また、事業遂行に対するインセンティブ（発電による売電益等）を付与す

る契約の仕組みを構築することが重要である。 

  イ 適切な事業モニタリングの実施 

    公設民営方式（ＤＢＯ）では、公設公営方式（単年度委託）と比較して、組

合が本施設に関する情報、廃棄物処理に関する知見等を蓄積することが難しい

ため、運営中のモニタリングは、適切に事業が行われているかを監視するだけ

でなく、組合が本施設に関する情報、廃棄物処理に関する知見を蓄積する意味

も持つ。したがって、組合は設計・施工中の監理のみならず、運営中の監理（モ

ニタリング）も実施することが重要である。 


